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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　６０～１００℃の熱水で抽出された煎茶を含む茶抽出液と、（Ａ）モノガラクトシルジ
グリセリド及び（Ｂ）ジガラクトシルジグリセリドを含有する碾茶を石臼挽きした抹茶の
抽出物とを含む容器詰め茶飲料であって、
　テアニン、グルタミン酸、（Ａ）モノガラクトシルジグリセリド及び（Ｂ）ジガラクト
シルジグリセリドを含有し、
　（イ）飲料１Ｌ当たり　テアニン３０～８０ｍｇ、グルタミン酸５ｍｇ以上、
　（ロ）飲料１Ｌ当たり　（Ａ）＝０．８～８．０、かつ（Ａ）＋（Ｂ）＝１．３～１２
．０ｍｇ、及び、
　（ハ）（Ａ）／（Ｂ）＝０.９０～３．０、
　である、前記容器詰め茶飲料。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テアニンの有する甘味や旨味が増強された容器詰め飲料に関する。
【背景技術】
【０００２】
テアニンは玉露や抹茶等に多く含まれるアミノ酸成分であり、茶飲料の旨味や甘味を構成
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する成分で、興奮を鎮めて緊張を和らげる働きと、心身をリラックスさせる効果を持って
いることが知られている。そこで、テアニンを日常的に摂取できる形態として、テアニン
を増量した容器詰め飲料が種々開発されている。
容器詰め飲料では、加熱殺菌処理によりレトルト臭と呼ばれる加熱劣化臭が生成し、また
長期保存中にこの加熱劣化臭が強調されることがある。この加熱劣化臭は、テアニンの上
品な旨味や甘味を阻害し、容器詰め飲料におけるテアニンの呈味（特に、甘香・甘味）を
知覚しにくい状態にする。そして、単にテアニンを増量してもテアニンの旨味や甘味は増
強されにくく、容器詰め飲料にといてテアニンの呈味を有効に作用させる方法が望まれて
いた。
ところで、テアニンの旨味や甘味を有効に知覚しうるテアニン含有容器詰め茶飲料が提案
されている。例えば、容器詰緑茶飲料中のアミノ酸の含有量、タンニンとアミノ酸の含有
比率およびアミノ酸中のテアニンに対するアルギニンの含有比率を特定の範囲内に調整す
ることにより、旨味やコクが強く、渋味が抑えられ、かつ旨味と渋味のバランスのとれた
容器詰緑茶飲料（特許文献１）や、カフェインの濃度に対するテアニンの濃度の百分率（
（テアニン／カフェイン）×１００）が１０．０以上となるように調整した、甘香があり
、甘香と旨味のコクが残り、冷えた状態でもおいしく飲用できる容器詰緑茶飲料（特許文
献２）などがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－０６１１２５号公報
【特許文献２】特開２０１１－１５５８７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、テアニンの旨味や甘味を有効に知覚できる容器詰め飲料を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは上記課題を解決するために、テアニンの有する上品な甘味や旨味を増強し
うる成分を探索した。その結果、テアニン含有飲料に、グリセロ糖脂質のモノガラクトシ
ルジグリセリド及びジガラクトシルジグリセリドを特定量、特定の割合で含有させること
で、異味を付加することなく、テアニンの有する上品な旨味や甘味のみを増強（エンハン
ス）できることを見出し、本発明を完成した。
【０００６】
　すなわち、これらに限定されるものではないが、本発明は以下に関する。
１）テアニンと、（Ａ）モノガラクトシルジグリセリド及び（Ｂ）ジガラクトシルジグリ
セリドを含有する飲料であって、それらの含有量が飲料１Ｌ当たり、
（イ）　テアニン　２０～８０ｍｇ
（ロ）　（Ａ）＋（Ｂ）＝１．３～１２．０ｍｇ
（ハ）　（Ａ）／（Ｂ）＝０.９０～３．０
である、容器詰め飲料。
２）飲料１Ｌ当たりの含有量が、（Ａ）＝０．５～８．０ｍｇである、１）に記載の飲料
。
３）さらにグルタミン酸を、飲料１Ｌ当たり１ｍｇ以上含有する、１）又は２）に記載の
飲料。
４）容器詰め飲料が容器詰め茶飲料である、１）～３）のいずれかに記載の飲料。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の容器詰め飲料は、テアニンの有する旨味や甘味が増強され、豊かなコクを有す
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る飲料である。本発明の飲料が茶飲料の場合、急須で入れた茶飲料のような深いコクを有
する茶飲料を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明は、テアニンと、（Ａ）モノガラクトシルジグリセリド（ＭＧＤＧ）及び（Ｂ）
ジガラクトシルジグリセリド（ＤＧＤＧ）を含有する飲料であって、それらの含有量が飲
料１Ｌ当たり、
（イ）　テアニン　２０～８０ｍｇ
（ロ）　（Ａ）＋（Ｂ）＝１．３～１２．０ｍｇ
（ハ）　（Ａ）／（Ｂ）＝０.９０～３．０
である飲料を提供する。
【０００９】
　本発明のテアニンは、食品で使用できるものであればどのようなものでも使用できる。
市販品の他、合成品を用いてもよい。本発明の容器詰め飲料は、容器詰めされた飲料中に
、テアニンを飲料１Ｌ当たり２０～８０ｍｇ含む。２５～７０ｍｇであるとより好ましく
、　　３０～６５ｍｇであるとさらに好ましい。本発明は、特に茶飲料中のテアニンの甘
味・旨味を増強し、甘香も顕著に付与することができる。本発明の容器詰め飲料が茶飲料
の場合、テアニンは茶抽出物として添加することが、風味の観点から好ましい。テアニン
を高濃度に含有する茶抽出物の製造方法としては、茶葉の低温抽出物や、茶葉のカテキン
類を除去する除カテキン処理を行った茶葉に、プロテアーゼ、セルラーゼ、ペクチナーゼ
などの酵素を添加して抽出処理を行って得られる酵素抽出液や、それら混合物等が好適に
用いられる。テアニン含量は、速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）を用いた方法によ
って、測定・定量することができる。
【００１０】
　また、本発明の飲料において、茶葉由来固形分に対し、アミノ酸の総量の割合が２．５
重量％以上であり、カテキン類の総量の割合が１５．０重量％以下であり、前記アミノ酸
の総量に対してテアニンを０．１重量％以上含有する茶抽出物は、テアニンを高濃度に含
有する茶抽出物として好適な態様の一つである。なお、本明細書でいう茶抽出物とは、茶
抽出液、その濃縮物又はそれらの精製物を包含する概念を示す。
【００１１】
　本発明の容器詰め飲料は、容器詰めされた飲料中に、（Ａ）モノガラクトシルジグリセ
リド（ＭＧＤＧ）及び（Ｂ）ジガラクトシルジグリセリド（ＤＧＤＧ）を含み、その含量
[（Ａ）＋（Ｂ）]が、飲料１Ｌ当たり１．３～１２．０ｍｇである。１．５～１０．０ｍ
ｇであるとより好ましく、２．０～８．０ｍｇであるとさらに好ましく、２．５～７．０
ｍｇであると特に好ましい。ＭＧＤＧはＤＧＤＧよりもテアニンの甘味を増強する作用が
強いことから、上記範囲の中でも、特にＭＧＤＧの含量が、飲料１Ｌ当たり０．５～８．
０ｍｇとなるように配合すると効果的に本発明の効果を発揮することができる。ＭＧＤＧ
の含量が、飲料１Ｌ当たり０．８～８．０ｍｇであると好ましく、０．９～７．０ｍｇで
あるとより好ましく、１．０～６．０ｍｇであるとさらに好ましく、１．５～６．５ｍｇ
であると特に好ましい。
【００１２】
　また、飲料中のＭＤＧＤとＤＧＤＧの含量比[（Ａ）／（Ｂ）]が、０.９０～３．０と
なるように調整すると、より一層テアニンの有する上品な旨味や甘味のエンハンス作用を
効率的に発揮することができる。（Ａ）／（Ｂ）が、１．０～２．８であると好ましく、
１．３～２．５であるとより好ましい。
【００１３】
　本発明におけるＭＧＤＧは、食品で使用できるものであればどのようなものでも使用で
きる。ＭＧＤＧは市販品の他、合成品を用いてもよい。また葉緑体チラコイド膜を有する
植物体など天然物からの抽出物を用いてもよく、香味の観点から茶葉の抽出物として添加
するのが好ましい。ＭＧＤＧを高濃度に含有する茶抽出物の製造方法は、例えばＷＯ２０
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０９／０５５１８８に記載されている。尚、ＭＧＤＧ量およびＤＧＤＧ量は、当業者に周
知の方法で測定することができる。例えば、サンプルよりグリセロ糖脂質を分離する処置
を行い、分離液を逆相カラムを用いた高速液体クロマトグラフィーに供することにより測
定・定量することができる。
【００１４】
　本発明の容器詰め飲料は、テアニンを配合した飲料に、ＭＧＤＧ及びＤＧＤＧを上記範
囲に調整して配合することで得る。本発明の容器詰め飲料が茶飲料の場合、茶抽出液に、
テアニンを高濃度で含有する茶抽出物と、ＭＧＤＧ及びＤＧＤＧを高濃度で含有する茶抽
出物を添加して製造することができる。ここで、茶抽出液の原料として用いる茶葉として
は、煎茶、番茶、玉露、釜煎り茶、碾茶などを挙げることができる。茶の抽出液は、原料
茶葉を水、温水又は熱水（４０～１００℃の温水が好ましく、特に６０～１００℃の熱水
がより好ましい）で抽出して得られる。
【００１５】
　さらに、容器詰めされた飲料中に、飲料１Ｌ当たり５ｍｇ以上のグルタミン酸を含有さ
せることが好ましい。特定量のグルタミン酸は、ＭＧＤＧ及びＤＧＤＧのテアニンの呈味
エンハンス作用を相加的又は相乗的に増強するとともに、容器詰め飲料の製造時に発生す
る加熱劣化臭を低減することができる。グルタミン酸含量は、飲料１Ｌ当たり８ｍｇ以上
、好ましくは１０ｍｇ以上に調整するとよい。
【００１６】
　ここで、グルタミン酸は、食品で使用できるものであればどのようなものでも使用でき
る。市販品の他、合成品を用いてもよいし、グルタミン酸を多く含有する植物抽出物（例
えば茶抽出物）を用いてもよい。グルタミン酸含量は、速液体クロマトグラフィー（ＨＰ
ＬＣ）を用いた方法によって、測定・定量することができる。
【００１７】
　本発明の容器詰め飲料は、ｐＨが４～７、更に５～７、特に５．５～６．５であること
が好ましい。ｐＨが上記範囲内であると、ＭＧＤＧやＤＧＤＧが安定に作用する。
　本発明の容器詰め飲料には、上記成分の他に、酸化防止剤、香料、各種エステル類、有
機酸類、有機酸塩類、無機酸類、無機酸塩類、無機塩類、色素類、乳化剤、保存料、調味
料、甘味料、酸味料、果汁エキス類、野菜エキス類、花蜜エキス類、ｐＨ調整剤、品質安
定剤などの添加剤を単独、あるいは併用して配合してもよい。
【００１８】
　本発明の容器詰め飲料に使用できる容器としては、一般の飲料と同様にポリエチレンテ
レフタレートを主成分とする成形容器（いわゆるペットボトル）、金属缶、金属箔やプラ
スチックフィルムと複合された紙容器、瓶などの通常当該技術分野で使用されているもの
が挙げられる。
【実施例】
【００１９】
　以下、実験例及び実施例を示して本発明の詳細を具体的に説明するが、本発明はこれに
限定されるものではない。
　実施例１　
　（１）テアニンを高濃度に含有する茶抽出物の調製
　まず、第一工程としてカラム型抽出機に緑茶葉を封入し、抽出機上部から２５℃のイオ
ン交換水を加え、緑茶葉を浸漬させた。そこに２５℃のイオン交換水を連続的に通液し、
低温抽出液を得た（試料ａ）。次に抽出した後の抽出残渣に、プロテアーゼ及びペクチナ
ーゼを添加し、４０℃のイオン交換水を加え、４０℃に保持したまま１６時間循環通液を
行い、酵素反応を行った。得られた酵素処理液を９０℃１０分加熱し酵素を失活させ、酵
素反応液を得た(試料ｂ)。さらに、上記試料ａ全量及びｂ全量を混合し、テアニンを高濃
度に含有する茶抽出物を得た。
【００２０】
　（２）ＭＧＤＧ及びＤＧＤＧを含有する茶抽出物の調製
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　碾茶を石臼挽きした抹茶（粒度：１０，０００±２，０００ｃｍ２／ｇ）を、８０倍量
の５０℃の水に懸濁し、この懸濁液を高圧ホモジナイザーにより１０ＭＰａの圧力で処理
し、遠心分離処理（６０００ｒｐｍ、２分）して粗大な粉砕茶組織や茶粒子などの固形分
を除去して、ＭＧＤＧ及びＤＧＤＧを含有する茶抽出物を調製した。
【００２１】
　（３）茶抽出液の調製
　煎茶葉の乾燥重量に対して３０重量部の水を抽出溶媒として用いた。６０℃の水で５分
間抽出した後、茶葉を分離し、さらに遠心分離処理（６０００ｒｐｍ、１０分）して粗大
な粉砕茶組織や茶粒子などの固形分を除去して、茶抽出液を得た。
【００２２】
　（４）容器詰め飲料の調製
　上記（１）及び（２）で得られた茶抽出液を任意の割合で混合し、テアニン、グリセロ
糖脂質の含量が異なる茶飲料（７種類）を製造した。それぞれをペットボトル容器に充填
し、加熱殺菌を行った後、冷却して各成分を定量するとともに、専門パネル（５名）で官
能評価を行った。測定方法を以下に示す。
【００２３】
　［テアニン及びグルタミン酸の測定］
　テアニン、グルタミン酸の測定方法にはＨＰＬＣを用いた。具体的測定方法は、以下の
とおり。
【００２４】
　ＨＰＬＣ装置：Waters　アミノ酸分析装置２６９５
　カラム：AccQ-Tagカラム（３．９ｍｍ×１５０ｍｍ）
　カラム温度：４０℃
　移動相Ａ：AccQ-TagA（ｐH５．８）
　移動相Ｂ：アセトニトリル
　移動層Ｃ：水／メタノール＝９／１
　検出：EX250nm　EM395nm　Gain１００
　注入量：５μＬ
　グラジエントプログラム： 
　時間（分）　流速（ml/min）   %A     %B     %C
　  0           1             100      0      0
　  1           1              99      1      0
　 16           1              97      3      0
　 25           1              94      6      0
　 35           1              86     14      0
　 40           1              86     14      0
　 50           1              82     18      0
　 51           1               0     60     40
　 54           1             100      0      0
　 75           1               0     60     40
　110           0               0     60     40
　標準物質：テアニン、Ｌ-グルタミン酸（和光純薬製特級試薬）
　［グリセロ糖脂質の測定］
　限外濾過膜（Millipore社　バイオマックスPBMK限外濾過ディスク、ポリエーテルスル
ホン、300,000 NMWL）にて加圧濾過し、膜上の成分を回収して分子量３０万以上の画分を
得た。これを水に溶解し、HClにて酸性とした後、酢酸エチルにて液－液分配を行った。
このうち酢酸エチル層をODS固相抽出カートリッジ（Waters社　セップパックプラス　C18
）に吸着させ、水－エタノール混合溶媒にて、エタノール濃度を順次変化させながら分画
・溶出した。これらのうち、OSD分画の100%エタノール画分画分を、逆相クロマトグラフ
ィーに供し、グリセロ糖脂質の定量分析を行った。分析条件は以下の通りである。
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　逆相カラム：TSK-GEL（TOSOH社、内径4.6mm×長さ150mm）
　サンプル注入量：１０μｌ
　流量：１．０ｍｌ／ｍｉｎ．
　ＲＩ検出器：SHIMADZU社　RIA-10A
　溶離液：９５％メタノール
　温度：４０℃
　［風味評価］
　甘味・旨味の強さ、甘香の強さについてそれぞれ評価し、その平均点を算出した。また
、加熱劣化臭の有無につき、パネルの合意により判断した。
（評点）甘味・旨味の強さ、甘香の強さ
　　１点：ちょうど良い
　　２点：僅かに弱く感じる
　　３点：やや弱く感じる
　　４点：弱く感じる
　（５）結果
　表１に結果を示す。表から明からように、テアニンを含有する飲料に、モノガラクトシ
ルジグリセリド（ＭＧＤＧ）及びジガラクトシルジグリセリド（ＤＧＤＧ）を特定の量、
割合で含有させた本発明の飲料が、異味を付加することなく、テアニンに有する上品な旨
味や甘味と、甘香とを増強し、風味良好な飲料となった。また、本発明の容器詰め飲料は
、加熱劣化臭が抑制されているとパネル全員が評価した。
【００２６】
【表１】

【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明によれば、テアニンの有する旨味や甘味が増強され、豊かなコクを有する飲料を
提供することができる。本発明の飲料が茶飲料の場合、急須で入れた茶飲料のような深い
コクを有する茶飲料を提供することができる。
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